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はじめに 

 

○ 我が国の公的年金制度は、現在、現役世代の保険料負担で高齢者世

代の年金給付に必要な費用を賄うという世代間扶養の考え方を基本に

運営されている。 

一方、我が国では、近年、経済の長期的停滞の下で人口の少子高齢

化が急速に進行しており、世代間扶養の考え方に基づく財政運営方式

では、保険料負担の急増や給付水準の急激な抑制が不可避となること

から、従来から一定規模の積立金を保有することにより、将来の保険

料負担の上昇及び給付水準の低下を緩和することとされている。 

 

○ このため、平成１６年においては、厳しい年金財政状況を踏まえ、

社会経済と調和した持続可能な公的年金制度を構築し、公的年金制度

に対する信頼を確保すること等の考え方に立って、 

・ 例えば厚生年金で１８．３％という上限を設定した上で保険料を

段階的に引き上げること 

・ 基礎年金の国庫負担割合を３分の１から２分の１へ引き上げるこ

と 

・ 年金を支える社会全体の力を踏まえ、被保険者数の変化等に応じ

て給付水準を自動的に調整する仕組み（マクロ経済スライド）を導

入すること 

・ 将来のすべての期間について給付と負担の均衡を図り（永久均衡

方式）、将来にわたって一定の積立金を保有すること（厚生年金で

は１００年後に給付費の６年分程度の積立金を保有することになる

と見込まれる。）を改め、概ね１００年間で給付と負担の均衡を図

り、その財政均衡期間の最終年度に給付費の１年分程度の積立金を

保有すること（有限均衡方式）とし、積立水準の圧縮分を次世代、

次々世代の給付に充てること 

という給付と負担のあり方の抜本的な見直し等の制度改正が行われた。 
 

○ 平成１６年の年金制度改革関連法案（国民年金法等の一部を改正す

る法律案、年金積立金管理運用独立行政法人法案等）は、第１５９回

国会において審議が行われた。 

国会審議の過程では、年金被保険者等の福祉の向上を目的として実

施されてきた３つの年金福祉還元事業（大規模年金保養基地（グリー

ンピア）事業、年金福祉施設事業及び年金住宅融資事業）の意義及び

実施経緯等についても議論となり、マスメディアによる報道と相まっ

て、「グリーンピア事業等に年金保険料を使うのは無駄遣いである。」
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「事業の損失や失敗の責任を問うべきである。」「責任の所在につい

て、第三者機関で明らかにすべきである。」等の指摘が度々行われた。 

 

○ このような背景の下で、平成１６年９月１５日、第三者の参画を得

て、厚生労働大臣が主宰し、今後の厚生労働行政の政策決定のあり方

の見直しに資することを目的として、これらの３つの年金福祉還元事

業の実施経緯やそのあり方等を検証する「年金の福祉還元事業に関す

る検証会議」（以下「検証会議」という。）が開催された。 

 

○ 検証会議は、平成１６年９月２４日の第１回会議以降６回開催され、

平成１７年２月２３日には、委員による年金福祉施設（ハートピア熱

海、湯河原厚生年金病院、湯河原保養ホーム）の視察も行われた。 

 

○ 検証会議においては、別記の検証検討事項を設定し、これらの視点

に立って検証を行った。その際には、第１回会議における坂口厚生労

働大臣（当時）の「今回の年金の様々な議論の中では、年金資金の運用・

活用についての状況の変化（「潮目」の変化）に合わせて行政がどう変

わっていくかが問われたと思う。年金福祉還元事業の過程を振り返って、

どうあるべきだったのか、どこでどうなさねばならなかったのか。」と

の御指摘にも留意した。 

また、３つの年金福祉還元事業にとどまらず、年金保険料により実施

する年金給付以外の事業全体のあり方にも視野を広げて検証を行った。 

検証会議における検証の結果は以下のとおりである。 
  

(別記) 

１．年金の福祉還元事業（大規模年金保養基地（グリーンピア）事業、

年金福祉施設事業、年金住宅融資事業）に関する政策決定過程にお

いて、厚生労働省及び社会保険庁は時代の変化に適切に対応できて

いたか。 

【具体的検証項目】 

（１）年金の福祉還元事業に関する政策目的の妥当性について、

どのように考えるか。 

（２）年金の福祉還元事業は、その政策目的を達成するための手

段として妥当であったか。 

（３）個別事業において、立地場所の選定や建物の設置は適切に

行われたか。また、施設運営の効率化にどのように取り組ん
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できたか。 

（４）その後の社会環境の変化をどのように認識していたか。ま

た、変化の兆候を把握するモニタリングができていたか。 

（５）得られた兆候や情報の活用ができていたか。 

（６）情報を把握して政策を変更するきっかけはあったか。 

（７）状況の変化やきっかけがあったにもかかわらず、なぜ政策

が変わらなかったのか。 
 
２．上記検証結果を踏まえ、今後の厚生労働行政の政策決定のあり方

をどのように見直すべきか。 
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１．３つの年金福祉還元事業（大規模年金保養基地（グリーンピア）事業、

年金住宅融資事業及び年金福祉施設事業）の目的と成果 

 

(１)３つの年金福祉還元事業の目的 

 

○ グリーンピア事業、年金住宅融資事業及び年金福祉施設事業は、

厚生年金保険法第７９条及び国民年金法第７４条という法律上の

規定1等に基づき、高齢となり年金を受給するまでの長期にわたり

保険料を払い続ける被保険者等の福祉の向上を図ることを目的と

して行われてきた。 

また、施設等の利用を通じて、長期間にわたって保険料を納める

年金被保険者等の公的年金制度に対する理解と信頼を得るととも

に、被保険者の保険料納付意欲の向上や制度の周知を図ることが期

待されていた。 

とりわけ、年金制度が未成熟で、今日のように年金の給付も本格

的となるに至っていない時代において、また、当時、年金積立金の

大蔵省資金運用部（財政融資資金の前身、以下「資金運用部」とい

う。）への全額預託義務が課されていた中で、「年金積立金を被保

険者に福祉還元すべき」との国会の附帯決議や地元の要請等を踏ま

えて進められたという経緯がある。2

 

(２)３つの年金福祉還元事業の実績 

 

○ グリーンピアは、平成１５年度までの累計で約４，４００万人（ピ

ーク時である昭和６３年度には１３基地で約２７０万人）に利用さ

れた。 

また、施設運営に係る収支状況は、平成１５年度までの累計で約

８億円の赤字となっている。3（なお、平成１５年度は６施設のう

ち黒字が４施設、赤字が２施設であり、１５年度中に運営を停止し

                                                  
1 例えば厚生年金保険法第７９条においては、「政府は、被保険者、被保険者であつた者及び受

給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。」と規定されている。なお、この

規定は、同法の前身であり昭和１６年に制定された労働者年金保険法に既に規定されていた。 
2 各事業の経緯及び背景等については、参考資料の１頁、３頁及び１９頁を参照。また、年金福

祉還元事業に関する資金の流れについては、参考資料の４７頁を参照。 
3 収支には、施設の設置に係る資金運用部からの借入金及び借入金利息、減価償却費、固定資産

税等の維持管理費は含まれていない。 
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た施設を含む全体で約３００万円の黒字となっている。） 

一方、グリーンピア事業に関する年金財政からの支出額は、資金

運用部からの借入金の償還財源及び施設の維持管理費として、平成

１５年度までの累計で約０．３兆円である。 

 

○ 年金住宅融資のうち被保険者住宅融資4は、平成１５年度までの累

計で４０３万件、２５．８兆円（ピーク時である平成８年度には 

２３万７千件、２．３兆円）の貸付決定を行い、このうち、機関保

証5がなく保証人の保証及び物件の担保が付された融資債権の一部

について、債務者が返済不能となり、保証人による弁済及び担保物

件の処分を行ってもなお回収できないことにより平成１５年度ま

でに償却を行った額の累計額は、１３１件、約３億円である。 

また、分譲住宅融資6は、平成１５年度までの累計で１，４３３

件、２，１３３億円（ピーク時である昭和５２年度には１４８件、

２２７億円）の貸付決定を行い、このうち、回収不能により平成１

５年度までに償却を行った額の累計額は、１２件、５，１５０万円

である。 

一方、年金住宅融資事業における貸付原資のうち、年金積立金が

預託された資金運用部から年金福祉事業団（年金資金運用基金の前

身）が借り入れたものについては、貸付先である被保険者等からの

返済後、資金運用部又は財政融資資金を通じて償還されることから、

年金住宅融資事業に関して年金財政からの支出となる額は、利子補

給金7及び貸付原資に充てた出資金8となる。これらの平成１５年度

までの累計額は約１．５兆円である。（なお、貸付原資に充てた出

資金約１兆円は、債権回収を通じて最終的には年金財政に帰属す

る。） 

                                                  
4 被保険者が住宅を取得する際に必要な資金の貸付原資を年金資金運用基金が事業主等に対し

て融資する制度であり、厚生年金保険被保険者に対しては事業主等による転貸融資、国民年金被

保険者等に対しては住宅金融公庫を通じた融資である。 
5 被保険者住宅融資債権については、原則として民間の保証機関及び金融機関による保証を付す

ことにより保全している。 
6 被保険者のための分譲住宅の設置に必要な資金を年金資金運用基金が事業主等に対して融資

する制度である。 
7 年金住宅融資事業においては、資金運用部からの借入金を原資として、借入利率よりも低利で

被保険者等への融資を行い、資金運用部又は財政融資資金への償還利息と被保険者等からの回収

金利息との差額（逆ざや）に対して、年金財政から利子補給金を支出してきている。 
8 資金運用部からの借入利率に連動していた被保険者等への貸付利率の引下げ及び安定化を図

ることを目的として、昭和５５年度から昭和６３年度までの間に行われたものである。 
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○ 年金福祉施設は、平成１５年度に、２６５の施設が約４，４００

万人に利用された。 

また、施設運営に係る収支状況は、平成１５年度においては、全

体で２５億円の黒字となっている。9その内容を見ると、２６５施

設のうち、黒字が２０８施設、赤字が５７施設となっている。平成 

１５年度までの累積収支は、全体で３７３億円の黒字となっている。

その内容を見ると、２６５施設のうち、黒字が１９３施設、赤字が

７２施設となっている。 

一方、年金福祉施設事業に関する年金財政からの支出額は、施設

の整備費及び不動産購入費として、平成１５年度までの累計で約 

１．４兆円である。 

 

 

２．平成１６年年金制度改正時までの３つの年金福祉還元事業の見直しの

状況 

 

○ 平成１６年の年金制度改正時までに、３つの年金福祉還元事業に

ついては、それぞれ次のとおり、事業の見直しに関する各種提言等

が行われ、これに対して事業の見直しが行われてきた。 

 

(グリーンピア) 

グリーンピアについては、昭和５０年代後半、臨時行政調査会

（いわゆる「第二臨調」）の答申や行政改革に関する閣議決定によ

り、グリーンピアの新設を行わないこと及び基地運営の民間等へ

の委託を行うこととされた。 

昭和６０年代以降、民間事業者による類似のサービスの提供、

余暇に関する国民のニーズの変化・多様化等の状況が見られるよ

うになったことから、平成７年には、県に運営委託している施設

の県への譲渡等地域利用を図ることが閣議決定された。これを受

けて、基地の運営を受託している県に対して意向調査を行ったが、

いずれの県も、譲渡の受入れは困難との回答であった。 

平成８年には、小泉厚生大臣(当時、以下同じ)より、年金福

                                                  
9 収支には、減価償却費用や固定資産税などの費用は含まれていない。 
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祉事業団のあり方について検討するよう指示があり、また、

平成９年には、年金福祉事業団を含む特殊法人の改革につい

て検討が行われた。グリーンピア事業については、「年金福祉

事業団職員や基地従業者の雇用に甚大な影響を与える」「地

域経済に悪影響を与えるおそれがある」という指摘もあった

が、最終的には年金福祉事業団がグリーンピア事業から撤退す

ることが閣議決定された。 

平成１２年には、年金福祉事業団を解散し、新たに設立される

年金資金運用基金において、政令で指定する日までの間に、基地

資産の譲渡を行うこととし、それまでの間は、引き続き基地の運

営又は資産管理を行うこと等を内容とする「年金福祉事業団の解

散及び業務の承継等に関する法律」が制定された。 

その後、施設を公共的用途に一定期間用いることや職員の雇用

を確保すること等の条件の下に地方公共団体等に譲渡する場合、

不動産鑑定による時価評価額から一定額の減額を行う等の方針に

沿って、基地の譲渡及び運営停止が順次実施された。 

さらに平成１３年には、年金資金運用基金を含む特殊法人の

改革が検討され、グリーンピア事業を平成１７年度までに廃止

し、特に自己収入で運営費さえも賄えない施設については、でき

るだけ早期に廃止することが閣議決定された。10

 
(年金住宅融資) 

年金住宅融資については、平成を迎え、低金利の時期が継続す

るとともに、民間金融機関においても長期・固定・低利の個人向

け住宅融資が行われるようになったことから、金利面における公

的住宅融資の優位性が低下した。このため、年金住宅融資事業に

おいて、民間金融機関への借換えによる繰上償還が増加し、新規

貸付の実績が低迷するようになった。 

このように、言わば「市場メカニズム」が機能していった中で、

平成８年には、小泉厚生大臣より、年金福祉事業団のあり方

について検討するよう指示があり、また平成９年には、年金

福祉事業団を含む特殊法人の改革について検討が行われた。

年金住宅融資事業については、「被保険者や事業主の強い要請

                                                  
10 グリーンピア事業の見直しの経緯については、参考資料の１０頁を参照。 
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により創設されたもので、民間サラリーマンの住宅取得に不

可欠な資金として定着しており、直ちに廃止することは、被

保険者の生活設計に大きな影響を及ぼし、実体経済にも悪影

響をもたらすおそれがある」等の指摘もあったが、最終的に

は年金福祉事業団が融資事業から撤退することが閣議決定された。 

平成１２年には、年金福祉事業団を解散し、新たに設立される

年金資金運用基金において、別に法律で定める日までの間、被保

険者向け住宅融資事業を行うこと等を内容とする「年金福祉事業

団の解散及び業務の承継等に関する法律」が制定された。 

さらに平成１３年には、年金資金運用基金を含む特殊法人の改

革が検討され、住宅融資を民間に委ねる等の観点から、住宅融資

事業を平成１７年度までに廃止することが閣議決定された。11

 

(年金福祉施設) 

年金福祉施設については、昭和５８年に、行政管理庁（当時、

以下同じ）により、厚生年金会館、国民年金保養センターを対象

とした実態調査が行われ、これらの施設について「民間と競合す

るものは、原則、新設は行わないこと」とする改善意見が示され

たことから、当時計画進行中のものを除いて、対象施設の新設を

行わないこととした。 

平成６年には、外部の有識者等による「年金福祉施設事業のあ

り方の検討会」が設置され、今後の年金福祉施設事業の基本的な

方向性について検討が行われ、平成７年４月「年金福祉施設事業

の基本的方向について（中間報告）－年金福祉施設の有効活用を

目指して－」が取りまとめられた。当該報告では、年金制度の成

熟化、高齢化、少子化の進行、国民の意識、ライフスタイルの多

様化などの年金福祉施設事業を取り巻く環境の変化を踏まえて、

今後の基本的方向と具体的な事業展開についての提言が行われた。 

平成８年には、小泉厚生大臣より、年金福祉施設事業は民営化、

委託、統廃合等により実施すべきとの指示が行われたことを契機

として、厚生省（当時、以下同じ）及び社会保険庁において今後

の社会保険の保健福祉施設のあり方についての検討が行われた。 

当該検討に当たっては、各界有識者から幅広く意見聴取を行い、

これらの意見を踏まえて、今後の施設整備等に係る基本方針を策

定した。当該基本方針に基づき、当時計画進行中のものを除き、

                                                  
11 年金住宅融資事業の見直しの経緯については、参考資料の１６頁を参照。 
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施設の新設を中止するとともに、年金福祉施設整備費を平成９年

度から２年間で半減（７０２億円→３４７億円）した。 

平成１０年には、総務庁行政監察局(当時)において、収支改善

が見込めない施設は廃止を検討すべきなどの指摘があり、また、

会計検査院の報告においては、稼働率等の低下の原因等を究明し

た上で、今後の改善や統廃合の要否等の検討が必要であることな

どの課題が報告された。 

また、平成１５年には、同じく会計検査院の報告において、老

人ホーム等の施設については本来の設置目的に沿った運営が行わ

れていないとの観点から、施設の見直しやあり方を検討すること

を望む旨の報告がされている。12

このような指摘等を踏まえ、年金の福祉施設については、相当

程度の施設の黒字化13が図られるとともに、平成８年度以降、平成

１５年度までに運営上の理由等により８カ所を廃止している。（さ

らに平成１６年度には、２０カ所を廃止した。） 

 

 

３．３つの年金福祉還元事業に対する評価等 

 

(１)３つの年金福祉還元事業に対する評価 

 

○ グリーンピア事業については、被保険者の余暇利用を推進するた

め厚生省が構想し、これを実施するため、特殊法人である年金福祉

事業団が施設を設置し、各施設の運営を別の主体（地方公共団体又

は（財）年金保養協会）に委託して行う方式とされた。14

この方式には、運営主体が施設の設置や維持管理に係る費用を負

担せず、運営に係る費用のみを負担することにより、被保険者等が

気軽に利用できるようにするという利点があった。15

 

○  年金住宅融資事業については、民間金融機関による個人向け住宅

融資が未発達であり、他の融資制度のみでは住宅資金が不足する場

                                                  
12 年金福祉施設事業の見直しの経緯については、参考資料の３５頁を参照。 
13 収支には、減価償却費用や固定資産税などの費用は含まれていない。 
14 グリーンピアの運営形態については、参考資料の５３頁を参照。 
15 （財）年金保養協会が運営するグリーンピアの宿泊料金は、類似の公的施設と比較して高く

なり過ぎないようにすること、設備が同じレベルの民間施設よりも低料金とすること等を条件と

して設定された。 
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合もあったという当時の情勢において、 

・ 年金財政から利子補給金を支出することにより、低利融資が可

能となる16

・ 他の融資制度のように物件価額や借入者の所得等に着目して融

資条件を定めるのではなく、被保険者期間に着目して融資条件を

定めることにより、他の融資制度と組み合わせて年金住宅融資を

利用することが可能となる 

等の利点があり、経済界や労働界の意向も勘案して行われた転貸融

資17等を通じて、住宅資金に対する被保険者の需要に応えてきた。 

 

○ 年金福祉施設事業については、医療の提供、老後の生活の安定、

教養文化の向上及び健康の保持増進など、被保険者等の福祉を増進

するため、地方公共団体の強い設置要望等を背景として実施されて

きた。 

これら年金福祉施設は、国が施設の修繕等を実施するため、施設

において減価償却費用等を負担する必要がなく、その分低廉な料金

設定となっており、利用する被保険者等の福祉の向上に寄与してき

た。18

また、年金福祉施設の中には、病院や老人ホームなど、地域医療

に貢献するものや年金受給者の老後の生活の安定に寄与するもの

など、地域にとって重要な役割を果たしている施設も少なくない。 

 

○ このように、３つの年金福祉還元事業は、これまで多くの人々の

利用を通じて、被保険者等の福祉の向上など、一定の役割を果たし

てきたと言える。 

しかしながら、グリーンピア事業については、民間の施設事業と

異なり、事業内容の決定主体と運営主体が異なることにより、コス

ト意識が希薄になったものと考えられる。 

また、年金福祉施設事業については、国民のニーズや社会環境の

変化により年金福祉施設としての役割が減退したと考えられる施

設に関して、必要な見直しが適切に実施されてきたとは言い難い。 

 

                                                  
16 民間住宅ローンの金利及び年金住宅融資の金利の推移については、参考資料の５８頁を参照。 
17 転貸融資については、脚注４を参照。 
18 年金福祉施設の利用料金は、地域民間類似施設の動向及び市場価格を勘案し、独立採算であ

る各施設の責任において設定されているが、概ね市場価格より２割程度低料金となっている。 
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○ また、平成１６年の年金制度改正時までの３つの年金福祉還元事

業の見直しの状況は、前述のとおり、 

・ グリーンピアについては、昭和５０年代の臨時行政調査会の答

申や行政改革に関する閣議決定、平成７年以降の行政改革に関す

る閣議決定及び平成８年の小泉厚生大臣の指示に対応して、所

要の法律の制定や実務面の対応（基地の譲渡及び運営停止）が実

施された 

・ 年金住宅融資については、平成９年以降の特殊法人改革に関す

る閣議決定及び平成８年の小泉厚生大臣の指示に対応して、所要

の法律の制定が実施された 

・ 年金福祉施設については、昭和５８年の行政管理庁の改善意見

及び小泉厚生大臣の指示に対応して、実務面の所要の対応（施設

の新設の中止及び整備費の半減など）が実施された。また、平成

１０年以降の施設の経営状況に関する指摘についても、減価償却

費の議論はあるが相当程度の施設が黒字化しており、所要の対応

が実施された 

というものであった。いずれの事業についても、行政改革や民間と

の競合の観点からの指摘を踏まえた見直しにとどまっており、「潮

目」の変化を見据えた上での、指摘の内容を超えるような一層踏み

込んだ見直しが早い段階で行われることはなかったものと評価せざ

るを得ない。 

なお、年金福祉施設については、各方面からの指摘を踏まえた対

応がとられてきたが、現在までのところ、官民のイコールフッティ

ングの観点から民営化等の合理化措置を講じることを定めた「民間

と競合する公的施設の改革について」（平成１２年５月２６日閣議

決定）の趣旨が十分に生かされてきたとは言えない。19

 

(２) ３つの年金福祉還元事業に関する厚生労働省及び社会保険庁の状

況認識 

 

○ ３つの年金福祉還元事業に関する見直しが必ずしも徹底されな

かった背景として、 

・ 個々の事業については、多くの被保険者や受給者により実際に

利用されていること 
                                                  
19 年金福祉施設の見直しの経緯については、参考資料の３５頁を参照。 
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・ 年金福祉施設事業の実施に関しては、事業の実施に関し近年ま

で地方公共団体からの要望が強かったこと 

・ 国会、関係審議会においても年金福祉還元事業（特に年金住宅

融資事業）の必要性が累次にわたって指摘され、また、過去の政

府経済対策において住宅投資が促進されてきたことに対応して、

年金住宅融資事業の活用の促進が図られたこと 

・ ３つの年金福祉還元事業に投入している保険料は、例えば厚生

年金保険料率に換算すると０．１％程度であり、年金財政への影

響は微少であったこと20

から、厚生労働省及び社会保険庁においては、年金福祉還元事業そ

のものは維持すべきである、と認識されていたと考えられる。 

なお、この間の年金福祉還元事業の実施に際しては、例えば年金

住宅融資事業の継続や年金資金を活用した豪華客船（年金客船）の

建造に関して、労働界等からの要望も少なからずあり、マスコミの

論調も、否定的なものばかりではなく、一時期は肯定的なものも多

く見受けられた。 

 

 

４．平成１６年年金制度改正時における見直しの議論の内容と対応 

 

○ 平成１６年の年金制度改正時においては、一層厳しくなる年金財

政の状況を踏まえた改革が進められていく中で、それ以前の年金制

度改正と異なり、年金福祉還元事業を進めてきた国や関連団体に対

して国民の厳しい批判の目が注がれた。また、年金給付以外に年金

保険料を投入している諸事業に対し、貴重な保険料の使い方として

厳しい批判が生じた。 

 

○ このような批判を受けて、国会審議等において、年金給付に関わ

りのない事業へ保険料を投入しないこととするとともに、年金福祉

施設については、平成１７年度に年金福祉施設の譲渡等を行う法人

を設立し、５年以内に整理合理化を進めることとされた。 

また、年金資金運用基金を含む特殊法人改革に関する平成１３年

の閣議決定を受けて、「年金積立金管理運用独立行政法人法」が制

                                                  
20 厚生年金保険における年金福祉還元事業の支出に係る保険料率換算の推移については、参考

資料の４８頁を参照。 
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定され、グリーンピア事業を平成１７年度末をもって廃止すること

となり、また、年金住宅融資事業を平成１７年度末をもって廃止し、

平成１８年度以降、既往の融資債権の管理回収事業を独立行政法人

福祉医療機構が承継して行うこととなった。 

 

 

５．年金財政との関連性など年金福祉還元事業の本来のあり方に立ち返っ

た検証 

 

(１)本体事業と補完的事業の関係 

 

○ ３つの年金福祉還元事業は、１．の（１）で述べたように年金制

度が長期保険であることから、被保険者や受給者に対して、そのニ

ーズに応えて年金給付以外のサービスを提供するとともに、それに

より、年金制度への信頼感や保険料の納付意欲を醸成することを目

的とするものである。 

年金制度においては、年金給付を行うことが本体の事業であり、

３つの年金福祉還元事業は、あくまでも補完的事業と位置づけられ

る。したがって、このような補完的事業の継続に当たっては、年金

財政の長期的見通しをはじめ、それを取り巻く社会環境の中で、そ

の必要性が判断されなければならない。 
 

○ また、補完的事業は、本体事業の円滑な実施に支障を与えるもの

であってはならず、その意味で、３つの年金福祉還元事業に充てら

れる保険料が給付本体に用いられる保険料と区分されていなかった

ことは、本体事業に支障を与えるのではないかという懸念を生じさ

せる一因となったと考えられる。３つの年金福祉還元事業のような

補完的事業を実施するに当たっては、例えば、 

・ 補完的事業の財源規模の上限が設定されていること 

・ そのような上限が設定されない場合であっても、補完的事業の

範囲が明確であることや、保険料の負担者に対して補完的事業に

関する説明を十分に行うこと 

により、初めて本体事業の円滑な実施に支障を与えることへの懸念

を生じさせることなく、広く国民の理解を得ることができるのでは

ないかと思われる。 
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○ このような手段により補完的事業の運営の規律性が確保されな

ければ、年金財政の長期的見通しが厳しいものと見込まれる場合に、

補完的事業を継続することについて保険料の負担者の理解を得る

ことは容易ではない。 
 

(２)年金福祉還元事業をはじめとする年金給付以外の事業（福祉施設

事業）の実施状況 

  
○ ３つの年金福祉還元事業をはじめとして、厚生年金保険法第７９

条及び国民年金法第７４条の規定に基づき、年金保険料により実施

する年金給付以外の事業（以下「福祉施設事業」という。）は、こ

れまでに、積立金の増加や被保険者、受給者数等の増加による年金

制度の成熟化とも相まって、事業の種類や規模が拡充されてきた。

３事業以外の事業を含む福祉施設事業全体の実施状況を厚生年金

制度の場合を例に制度発足当時から振り返ってみると、以下のとお

りである。 

・ 福祉施設事業は、いわゆる「ハコモノ」の設置・運営事業から

始まったが、その発足当初（昭和１８年度）は、福祉施設の設置

等に要する経費は、大蔵省預金部から年金保険料の積立金の一部

を厚生団（厚生年金事業振興団の前身）に福祉資金として融資す

るとともに、年金積立金の運用益（具体的には、予定利率を超え

た部分）を用いて政府が厚生団に補助する形となっていた。 
昭和２１年、ＧＨＱの指示により預金部資金の運用が国債及び

地方債の消化に限定されるとともに、昭和２３年から政府補助金

が廃止されたことから、厚生団による福祉施設の設置・運営は困

難となった。このため、昭和２６年からは、国が保険料により直

接福祉施設を設置し、その運営を厚生団に委託することとなっ

た。（いわゆる民有民営方式から国有民営方式への移行） 

・ 当時、厚生年金制度において、福祉施設の整備費に投入する保

険料の目安として厚生年金保険料率の０．１％が想定されていた

ことが、昭和２７年の国会審議の場において当時の政府委員から

明らかにされている。 
・ その後、実際に福祉施設事業に投入された保険料を厚生年金保

険料率に換算すると、昭和３０年代、４０年代を通じて概ね０．

１％の範囲内で推移していたが、保険料を直接投入して新たに行

われた厚生年金会館や老人ホーム等の年金福祉施設の整備、資金

運用部からの借入金及び年金特別会計からの出資金・交付金を用
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いて年金福祉事業団が行ったグリーンピア事業及び年金住宅融

資事業により、この割合が徐々に高まってきた。さらに、年金制

度の成熟化に伴う業務量増に対処して被保険者等へのサービス

向上を目的とした社会保険オンラインシステムの整備及び年金

相談等の業務、被保険者等への貸付利率の引下げ及び安定化を目

的とした年金住宅融資の貸付原資に充てるための出資金等に保

険料を投入21し始めた昭和５０年代前半以降、これらの事業全体

を合計した保険料の総額は、保険料率に換算して０．１％を超え

ることとなった。22（ただし、貸付原資に充てた出資金は、前述

のとおり、債権回収を通じて最終的には年金財政に帰属する。） 

 

(３)３つの年金福祉還元事業に関する「潮目」が変化した時期 

 

○ （１）において指摘したように、一般に、３つの年金福祉還元事

業のような補完的事業については、本体事業に支障が生じないよ

う、規律ある事業運営を行うことが求められる。また、３つの年金

福祉還元事業は、（２）のような経緯を踏まえて福祉施設事業の一

環として実施されてきたものである。 
このような視点からみると、３つの年金福祉還元事業に関する

「潮目」が変化した時期については、福祉施設事業全体に投入した

保険料を厚生年金保険料率に換算した割合がそれまで一つの目安

と考えられてきた０．１％を超えるようになった昭和５０年代に置

くことができるのではないか。 
 

○ 昭和５０年代前半は、同時に、昭和４８年の石油危機を転機とし

て我が国経済が高度成長から安定成長へ移行する中で、高齢化が急

速に進み、年金の給付費用に対する将来の勤労世代の負担の限界が

意識され始めた時期でもある。 
このような中で、昭和５０年代半ばからは、長期にわたる年金制

度の安定的な運営を確保する観点から、年金制度改正に際して、年

金の給付水準の適正化や厚生年金の支給開始年齢の引上げを検討

することが避けられない状況となり、昭和６０年には、基礎年金の

導入や給付水準の適正化等を内容とする制度改正が行われた。 

                                                  
21 社会保険オンラインシステム及び年金住宅融資の貸付原資への保険料の投入は、昭和５４年

９月３日の社会保険審議会厚生年金保険部会の意見（参考資料の５１頁を参照）に基づき実施さ

れた。 
22 厚生年金保険における福祉施設事業の支出に係る保険料率換算の推移については、参考資料

の４８頁を参照。 
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また、昭和５０年代後半においては、官業の肥大化の防止や経

営の効率化の観点からの特殊法人の見直し等に関する臨時行政調

査会の答申が行われるなど、我が国の行財政全般についての改革

も推進された。 

以上のような動きがあった昭和５０年代前半から後半にかけて

は、福祉施設事業のあり方を議論する上でも重要な時期であった

ということができよう。 

 

○ この「潮目」が変化した時期及びそれ以降においても、運営の規

律性を確保するための措置を十分講じることなく、福祉施設事業が

実施されてきた。すなわち、次のような問題点が放置されてきたと

言うことができる。 

 

・ 年金福祉施設について「年金福祉施設事業のあり方の検討会」

が開催されるなど、個々の事業においては一定の措置は講じられ

たものの、福祉施設事業全体について、保険料拠出者や有識者の

意見を聴く「恒常的な場」が未設置であった。 

・ 行政内部において、福祉施設事業の拡大を制御するための仕組

みや、そもそも、事業の「潮目」の変化を判断するための仕組み

が設けられていなかった。 

また、年金福祉還元事業の関係部局が厚生労働省年金局と社会

保険庁に分かれていることに加えて、福祉施設事業の運営や事業

のあり方について、年金制度に関する企画・立案を担当する厚生

労働省年金局と年金保険事業の実施を担当する社会保険庁との

間で十分な連携や意思疎通が図られてこなかった。 

なお、これらは、過去の行政担当者個々人の問題というよりも、

むしろ行政システムのあり方に問題があったと考えられる。 

 

○ このような事業運営が行われてきた背景には、「３つの年金福祉

還元事業をはじめとする福祉施設事業全体に投入される保険料の

規模が０．１～０．２％程度であるため、福祉施設事業の遂行が直

ちに年金給付に影響を与えるものではない」との認識が厚生労働省

及び社会保険庁の内部にあったことは想像に難くない。(これまで

の間において、福祉施設事業が年金財政に与える影響について詳細

に検討された形跡は確認できなかった。) 

 

 

６．年金福祉還元事業を巡るその他の状況 
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○ ３つの年金福祉還元事業に関連した公益法人が厚生労働省及び社

会保険庁の職員の再就職先となっており、国民の目から見て、これ

らの事業の必要性及びそのあり方について疑いをもたれる一因とな

った。 

 

○ 過去の国会においては、積立金の還元融資の必要性や老人ホーム

など年金福祉施設の設置の必要性についての指摘も見受けられる。

また、本検証会議の検討の過程においても、個々のグリーンピアや

年金福祉施設の事業の実施における政治家の関与を指摘する声が

あった。検証作業の中ではこれを示す明確な根拠は認められなかっ

たが、国民にとって、これらの事業のあり方について不透明な印象

を招いたことは否定できない。 

 

 

７．まとめ 

 

○ 今回の検証によって、年金福祉還元事業について投入された保険

料は、年金保険料率の設定に影響を与えるほどのものではなかった

とはいえ、次の点が問題点として確認された。 

・ 昭和５０年代以降、行政改革等の観点から、３つの年金福祉還

元事業について一定の見直しは行われたが、平成１６年の年金制

度改正時までの早い時期に一層踏み込んだ見直しが行われるこ

とはなく、年金財政の将来見通しが厳しさを増す中で、年金福祉

還元事業が年金財政の厳しさを十分考慮して展開されてきたと

はいえないこと 

・ 年金福祉還元事業をはじめとする福祉施設事業について、保険

料拠出者や有識者の意見を聴く「恒常的な場」がなく、説明責任

が十分に果たされなかったこと 

・ 福祉施設事業について、その拡大を制御するための仕組みや「潮

目」の変化を判断するための仕組みが行政内部に設けられていな

かったことや、厚生労働省年金局と社会保険庁の十分な連携や意

思疎通が図られていなかったこと 

 

○ このような状況が放置されてきたことは、年金福祉還元事業をは
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じめとする福祉施設事業に保険料を充てることを毎年度の予算に

計上して国会の審議・議決を経るという手続きが従来からとられて

きたものの、国民にとってみると、自分の老後の支えとなる資金が

「つまみ食い」されたのではないかという疑念を生み、平成１６年

の年金制度改正時において、保険料の使途について国民の厳しい批

判にさらされることの原因になったものと思われる。 

 

○ 今後の福祉施設事業の実施に当たっては、これまでの反省の上に

立ち、国民の信頼を得ることができるような「事業拡大制御システ

ム」を構築すべきである。 

具体的には、個々の福祉施設事業の必要性について、今後更に精

査するとともに、 

・ 福祉施設事業の実施（見直しを含む）状況や保険料の充当額等

についての情報公開を徹底すること 

・ 福祉施設事業を実施（見直しを含む。）する際の意思決定及び

実績の評価について、保険料拠出者や有識者の意見を聴く「恒常

的な場」を設けること 

を通じて、国民に対する説明責任を果たしていくことが求められる。 

 
○ また、このように保険料拠出者や有識者の意見を聴いて行政が最

終的に判断する仕組みにとどまらず、行政自身の取組みとして、 

・ 行政が福祉施設事業の実施について自己評価する仕組み（例え

ば、事業の成果に関する数値目標や事業の見直しの基準の明確化

など）を構築すること 
・ 福祉施設事業について、年金に関する企画・立案を担当する厚

生労働省年金局と年金保険事業の実施を担当する社会保険庁と

の間において緊密な連携や意思疎通を図ること 
も望まれる。 

 

○ なお、最後に本検証会議における直接の検証事項ではないが、国

民年金事業及び厚生年金保険事業の事務費については、平成１０年

から１５年度までの間、国の危機的な財政状況に鑑み、国の負担を

抑制し保険料を充当するための措置が講じられ、平成１６年度にお

いてもその措置が継続された。 

平成１７年度においても、引き続き財政状況が厳しいことから、
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当該措置は継続されているが、年金保険事業運営に直接関わる経費

（給付事務、適用事務、徴収事務システム関係経費）は、保険料で

負担し、その他の内部管理事務に要する経費は、国庫で負担するよ

うに負担区分の見直しを行っており、事務費については、今後とも

国民の理解が得られるよう留意する必要がある。 

 

○ また、年金福祉施設の整理合理化は、５年以内に２６５カ所（政

府管掌健康保険の施設も含めると３２８カ所）の施設を廃止・売却

するものであり、これら施設の整理合理化を進めるに当たっては、

地域医療の提供に支障がないように配慮されるとともに、老人ホー

ムの入居者への配慮、施設で働く職員の雇用問題への配慮が望まれ

る。 

 

○ 今回の検証は、主に３つの年金福祉還元事業を対象として行った

が、今回の検証結果が、年金保険料により行われる福祉施設事業全

体はいうまでもなく、厚生労働省における諸事業の政策決定におい

て生かされることを期待したい。 
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「年金の福祉還元事業に関する検証会議」開催経緯

第１回 平成１６年 ９月２４日（金）

○ 年金の福祉還元事業の概要について

○ 検証会議における検証検討事項等について

第２回 平成１６年１１月 ８日（月）

○ 検証検討事項（案）について

○ 大規模年金保養基地（グリーンピア）事業・年金住宅融資事業について

○ その他

第３回 平成１６年１２月１５日（水）

○ 年金福祉施設事業について

○ その他

視 察 平成１７年 ２月２３日（水）

○ ハートピア熱海、湯河原厚生年金病院、湯河原保養ホーム

第４回 平成１７年 ３月 ８日（火）

○ 年金福祉還元事業の状況等について

○ その他

第５回 平成１７年 ６月３０日（水）

○ 年金福祉施設事業等について

○ その他

第６回 平成１７年 ９月２０日（火）

○ 報告書（案）について

○ その他
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